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第1章 総則 
（目的） 
第 1 条 本規程は有限会社まごのての会計処理を正確かつ円滑におこなうための基準を定

め、当社の健全なる運営に資することを目的とする。 
（原則） 
第 2 条 当社の経理は法令、定款および本規程の定めによるほか、一般に公正妥当と認め

られる会計の基準その他の慣行を斟酌して、処理されなければならない。 
（会計年度） 
第 3 条 当社の会計年度は定款の定める事業年度に従い、毎年 6 月 1 日より翌年 5 月 31 日

までとする。 
（会計単位及び区分管理） 
第 4 条 原則として、会社統一会計とする。ただし、特別の必要があるときは、社長の承認

を得て、事業所単位または事業単位とすることができる。 
（経理業務） 
第 5 条 社長は、第 1 条に掲げる目的を達成するため、経理責任者として経理部長を置く

ことができる。 
2 経理部長は、各部署の長と綿密に連絡し、社長を積極的に補佐する。また、経理部長は

会社の財産に事故があるときは、ただちに社長及び関係部署に報告し、その指示を受けなけ

ればならない。 
3 事業計画・決算および経理に関する秘密事項は、これを保持し、漏えい等不測の損害の

防止に努めなければならない。 
 
第2章 勘定科目及び帳簿組織 
（勘定科目） 
第 6 条 勘定科目は、資産、負債、純資産ならびに収益、費用の内容を一般的かつ明瞭に表

示するよう設定しなければならない。 
２ 勘定科目については別に定める勘定科目一覧表によるものとする。 
（会計帳簿） 
第 7 条 当社の会計帳簿は、次に掲げるものとし、必要事項を明瞭かつ整然と記録しなけ

ればならない。ただし、必要に応じて補助簿は増設することができる。 
(1) 主要帳簿 

① 仕訳帳 
② 総勘定元帳 

(2) 補助簿 
① 現金出納帳 
② その他必要な補助簿 



（会計伝票） 
第 8 条 当社のすべての取引に関する記帳整理は、会計伝票によりおこない、証憑に基づ

いて作成するものとする。 
（照合） 
第 9 条 毎月末において、補助簿の金額は総勘定元帳の関係口座の金額と照合しなければ

ならない。 
（帳簿書類の保存、処分） 
第 10 条 この規程に基づき作成された帳簿等は法令に定めるとおり保存するものとする。 
2 前項の期間は、決算日の翌日より起算し、帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、

事前に経理責任者の指示または承認によって行う。 
（帳簿の更新） 
第 11 条 帳簿等は、原則として会計年度ごとに更新する。 
 
第3章 出納 
（金銭出納） 
第 12 条 本規定において金銭とは、現金、預金、その他通貨と引き換えることのできる証

書をいう。 
2 経理責任者は、金銭の出納、保管に関する義務を主管する。経理責任者は職員の中から

出納業務担当者を指名することとし、これを兼務することができない。 
3 金銭の出納に関する一切の業務は、すべて日々完結しなければならない。 
4 社内の者が支払を受ける場合は、請求者本人が出金伝票又は領収書に所属長の承認印を

受け本社に呈示し、これと現金授受簿により現金の交付を受けるものとする。 
5 外部への支払は、関連部署より納品書、請求書等の関係書類を提出させ、銀行振込、現

金などの方法によって行う。 
6 支払は、原則として、月末締めの翌月末までに支払うこととする。 
7 金銭の収受は現金授受簿を添付して所属長の承認を受け、本社へ入金する。 
8 収納した金銭は、遅滞なく取引銀行へ預け入れなければならない。  
9 本社事務員は、毎日の金続出納状況及び締後の残高を確認し、経理責任者に報告しなけ

ればならない。なお、金銭の不足がある場合には、経理責任者の承認を得て処理し、責任の

有無を調査し、雑損として処理する。 
10 金銭の管理については、当社の銀行預金口座に預け、社内にはなるべく現金を置かない

ようにすること。また、社内に置く際には鍵付きの金庫内に保管をすること 
 
第4章 固定資産および物品 
（固定資産の定義） 
第 13 条 固定資産とは、取得価額 30 万円以上の有形固定資産およびその他の固定資産を

いう。   



（購入、譲渡、除却等） 
第 14 条 固定資産の購入、譲渡及び除却等にあたっては、社長の決裁をうけなければなら

ない。 
（減価償却） 
第 15 条 固定資産の減価償却については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に

定める耐用年数によって行うこととする。 
（固定資産の管理） 
第 16 条 経理責任者は固定資産台帳を設け、固定資産の種類、名称、所在地、数量、取得

価額、減価償却額の必要事項を記録しなければならない。 
（固定資産台帳の現物の照合） 
第 17 条 本社事務員は固定資産の管理に当たり、毎会計年度 1 回以上固定資産台帳と現物

を突合するものとする。もし、紛失、毀損、滅失等が生じた場合は速やかに経理責任者に報

告し、その処置について指示を仰ぐものとする。 
 
第5章 予算 
（予算の編成） 
第 18 条 事業の円滑な運営を図るため、毎事業年度のはじめに事業計画に基づいて予算を

編成するものとする。 
 
第6章 決算 
（決算の目的） 
第 19 条 決算は毎会計年度の会計記録を整理し、その決算期における財務状態を明らかに

することを目的とする。 
（決算書の作成） 
第 20 条 経理責任者は、年度決算に必要な手続きを行い、次の書類を作成して社長に提出

しなければならない。 
 (1)貸借対照表 
  (2)損益計算書 
  (3)その他必要な書類 
（承認および報告） 
第 21 条 社長は、前項の計算書類について株主総会の承認を得なければならない。 
 
（改廃） 
第 22 条 本規程の改廃は、株主総会の決議により実施する。 
 
附則 
1．本規定は平成２８年 ３月 １日から施行する。 
2．本規定は令和 ６年 ５月 １日に改定し施行する。 














